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大気汚染常時監視結果からみる光化学オキシダント

汚染の特徴と測定局の適正配置に関する課題＊
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要 旨

兵庫県が実施している大気の汚染の状況の常時監視について，光化学オキシダント濃度
に関する測定局または測定地点の適切な配置という観点から，２００５年に示された改正環境

省事務処理基準等をもとに考察した。
監視体制を考える際，兵庫県を１０の地域に区分し，地域ごとに現在の測定局数および改

正環境省事務処理基準に基づく必要局数についてとりまとめた。現有局数および将来必要
とされる局数から，光化学オキシダントに関しては測定局または測定地点を増設すること
が必要であると考えられた。測定局または測定地点が不足していると考えられる地域につ

いては，移動観測車による測定により蓄積されてきたデータもあわせて適切な配置につい
て考察を行った。

本結果は，将来，測定局の配置や監視項目を，兵庫県として再検討する際の基礎資料と
して活用されることが期待される。

1. は じ め に

兵庫県は大気汚染防止法に基づき，大気の汚染

の状況を常時監視している。大気の汚染の状況の

常時監視に関しては，２００５年６月に環境省により

その事務の処理基準についての一部改正（以下，

改正環境省事務処理基準という）が行われ，都道

府県は常時監視のための望ましい測定局または測

定地点の数の水準を決定することが求められてい

る。このことを受けて，兵庫県ではこれまで，県

域のうち兵庫県が管轄する地域を対象に測定局ま

たは測定地点の数の見直しを検討してきた１，２，３）。

その中で，現在配置されている測定局の特性を解

析し４），二酸化硫黄および一酸化炭素１），二酸化

窒素２）並びに浮遊粒子状物質３）について測定局の

適正配置について考察を行ってきている。

光化学オキシダントについては，二酸化硫黄，

一酸化炭素，二酸化窒素，浮遊粒子状物質と並び，

環境基本法で環境基準が定められているが，二酸

化硫黄，一酸化炭素，二酸化窒素が主には人為的

発生源から直接排出される一次大気汚染物質であ

るのに対し，光化学オキシダントは大気中に排出

された一次大気汚染物質が大気中で化学反応を受
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けて生成される二次大気汚染物質である。このこ

とから光化学オキシダントの濃度分布には二酸化

硫黄，一酸化炭素，二酸化窒素のそれとは異なっ

た特徴が考えられる。

そこで本研究では，監視項目のうち光化学オキ

シダントについて，測定局の地域分布並びにこれ

まで測定・蓄積されてきたデータをもとに，測定

局の適切な配置について考察を行った。

本研究は，将来，測定局の配置や監視項目を，

兵庫県として再検討する際の基礎資料を提示する

ものでもある。

2. 方 法
2.1 解析対象地域

本研究では，兵庫県のうち，神戸市，姫路市，

尼崎市，明石市，西宮市および加古川市を除く地

域を解析対象地域とした。神戸市，姫路市，尼崎

市，明石市，西宮市および加古川市に対しては大

気汚染防止法により監視の事務が委任されている

ため，今回の解析対象からは除いた。これは，兵

庫県が将来，測定局の配置や監視項目を再検討す

る際の基礎資料を提示するということを考慮した

ためである。
2.2 解析対象監視項目

本研究では，監視項目として測定されている物

質のうち，環境基準が設定されている光化学オキ

シダント（以下，Oxという）を対象とした。
2.3 解析の基本的な考え方

本研究では，下記の事項を解析の際の要素とし

た。

・改正環境省事務処理基準（各県民局が管轄する

地域を最小区分として改正環境省事務処理基準

を適用した。兵庫県では県域を１０の県民局に分

けて管轄している。）

・地域性（各県民局が管轄する地域を，地域性を

考える際の基本単位とした。なお，神戸地域は

神戸市と同一であるため今回の解析対象から除

いた。従って，本研究では，神戸市，姫路市，

尼崎市，明石市，西宮市および加古川市を除く

県域を９の地域に分けて地域性を考察したこと

になる（図 1））。

・測定局または測定地点が不足しており，測定局

または測定地点の新設を検討する必要がある地

域については，移動観測車による測定により蓄

積されてきたデータ

・光化学スモッグ広報発令対象地域
2.4 解析データの単位

解析対象監視項目については，一時間値を最小

単位としてデータが蓄積されており，本研究にお

いても一時間値のデータをもとに解析した。
2.5 解析データの解析対象期間

一時間値のデータを解析する際の対象期間を

２００１年度から２００６年度とした。対象期間を年では

なく年度としたのは，監視結果を行政資料として

評価する際は年度で評価するためである。
2.6 統計的解析手法

測定局間の濃度の差を統計的に解析する際は，

１９９０年度から２００４年度までの長期変動４）を考慮し

た上で，２００１年度から２００６年度の一時間値を対象

に LSD（Least Significant Difference）検定により

行った。

3. 結 果

改正環境省事務処理基準に基づき検討した結

果，各地域で必要とされる局数（以下，調整後局

数という）の合計は２４局であった。表 1に地域ご

との現有局数，光化学スモッグ広報等発令に係る

図 1 解析対象地域（神戸市，姫路市，尼崎市，明石市，
西宮市および加古川市を除く地域）および解析を行
う際の地域区分
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基幹測定局数，調整後局数をまとめた。現有局数

が１６局であるのに対し調整後局数が２４局であり，

県域全体の局数で考えると数局または数地点を増

設する必要がある。また，阪神北地域，北播磨地

域，但馬地域，丹波地域では増設する必要がある

のに対し，東播磨地域，西播磨地域では現有局数

が調整後局数を上回っている。しかし，これら２

地域の測定局は両方光化学スモッグ広報発令対象

地域にあることも勘案することが必要である。こ

れらのことから，Oxについては測定局または測

定地点を増設することが必要であると考えられ

た。

以下に，調整後局数が現有局数よりも少ない場

合については，配置する測定局または測定地点を

地域ごとに検討した。また，調整後局数が現有局

数よりも多い場合については，移動観測車による

測定結果もあわせて測定局の適切な配置について

考察を行った。
3.1 調整後局数が現有局数よりも少ない場合

調整後局数が現有局数よりも少ない地域は東播

磨地域，西播磨地域である（表 1）。それぞれの地

域について，現有局において測定・蓄積されてき

たデータをもとに測定局の適切な配置について考

察を行った。

東播磨地域：東播磨地域では調整後局数は２局

であり，現在は３局配置されている。稲美町町役

場局での結果（平均値：２８．８ppb，中央値：２７．０）

は他の２局での結果（高砂市市役所局：平均値：

２６．３ppb，中央値：２５．０；播磨町町役場局：平均

値：２６．７ppb，中央値：２４．０）よりも有意（p＜

０．０１）に高かった。また，一時間値が６０ppbを超

える時間数も稲美町町役場局（３００７時間（２００１～

２００６年度））は高砂市市役所局（１９８６時間）および播

磨町町役場局（２３２７時間）よりも多かった。一方，

高砂市市役所局と播磨町町役場局では，平均値お

よび中央値は類似した濃度値であったが，６０ppb

を超える時間数（上述）や最高値（高砂市市役所

局：１２４ppb；播磨町町役場局：１７７）からみると

播磨町町役場局で高い濃度が観測される傾向が強

いと考えられた。

環境基準の達成状況はいずれの局でも未達成状

況であった。

測定局を選定するにあたっては，これまでの観

測結果に加え，環境基準の達成状況および光化学

スモッグ広報発令対象地域（上記の３局はいずれ

も対象地域内にある）を十分に考慮し，測定局を

選定することが必要であると考えられる。

西播磨地域：西播磨地域では調整後局数は３局

であり，現在は４局配置されている。たつの市市

役所局で最も濃度が高く（平均値：２６．２ppb，中

央値：２４．０），太子町町役場局（平均値：２３．３ppb，

中央値：１８．０），相生市市役所局（平均値：２１．３

ppb，中央値：１５．０），赤穂市市役所局（平均値：

１８．３ppb，中央値：１５．０）の順に低くなった（p＜

０．０１）。また，一時間値が６０ppbを超える時間数で

は太子町町役場局（２５１０時間（２００１～２００６年度）），

相生市市役所局（１８２２時間），たつの市市役所局

（１６８０時間），赤穂市市役所局（８２１時間）の順に少

なくなった。また，最高値（太子町町役場局：１４１

ppb；相生市市役所局：１３１；たつの市市役所

局：１２１；赤穂市市役所局：１１５）でも，高い濃度

が観測される傾向は赤穂市市役所局でもっとも弱

かった。

環境基準の達成状況はいずれの局でも未達成状

況であった。

測定局を選定するにあたっては，これまでの観

測結果に加え，環境基準の達成状況および光化学

スモッグ広報発令対象地域（上記の４局はいずれ

も対象地域内にある）を十分に考慮し，測定局を

選定することが必要であると考えられる。
3.2 調整後局数が現有局数よりも多い場合

調整後局数が現有局数よりも多い地域は阪神北

表 1 光化学オキシダントに関する地域ごとの現有局
数，調整後局数等

現有局数
光化学スモッグ広報等
発令に係る基幹測定局数

調整後局数

神戸
阪神南
阪神北
東播磨
北播磨
中播磨
西播磨
但馬
丹波
淡路

―
１
４
３
１
０
４
１
１
１

―
１
４
３
１
０
４
０
１
１

―
１
９
２
４
０
３
２
２
１

合計 １６ １５ ２４
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地域，北播磨地域，但馬地域，丹波地域である（表

1）。それぞれの地域について，現有局および移

動観測車により測定・蓄積されてきたデータをあ

わせて測定局の適切な配置について考察を行っ

た。

阪神北地域：阪神北地域では現有局数が４局で

あるのに対し調整後局数は９局であり，測定局ま

たは測定地点を５局または５地点増やす必要があ

る。阪神北地域での現有局および移動観測車によ

る測定地点については，現有局が各市の南部およ

び阪神北地域全体でみても南部に偏って配置され

ているのに対し，移動観測車による測定地点は阪

神北地域の中部および各市の北部においても行わ

れてきた２，３）。

表 2に，２００１年度から２００６年度の移動観測車

による測定結果（平均値，中央値および最高値）お

よび，移動観測車による，各測定地点における測

定期間に対応する期間での現有局における測定結

果（平均値，中央値および最高値）をまとめた。移

動観測車による測定地点での濃度は現有局におけ

る濃度よりも平均値，中央値，最高値のいずれに

ついても同等か場合によっては高めであった。藍

川らは，二酸化窒素については，移動観測車によ

る測定地点での濃度は現有局における濃度よりも

平均値，中央値ともに低く，浮遊粒子状物質につ

いては移動観測車による測定地点での濃度は現有

局における濃度よりも平均値，中央値ともに同等

かやや低いとしている。Oxでは二酸化窒素や浮

遊粒子状物質とは異なる濃度分布を示しており，

これは Oxによる大気汚染の特徴を反映した結果

であると考えられた。つまり，Oxの監視体制を

考える際には，二酸化窒素や浮遊粒子状物質とは

異なり，直接的な発生源以外に広域的な観点を十

分考慮する必要があること強く示唆していると考

えられる。

これらのことから，これまでの観測結果を十分

表 2 阪神北地域での2001年度から2006年度の移動観測車による測定結果（平均値・中央値・最高値）および，移動
観測車による，各測定地点における測定期間に対応する測定期間での一般環境大気測定局における測定結果（平
均値・中央値・最高値）

測定
時間数

現有局（一般環境大気測定局） 移動観測車

伊丹市 宝塚市 川西市 三田市 宝塚市（地点 ID:A）

平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値
７１１ ２１ １７ １０７ １９ １６ ９６ ２０ １６ １０７ ２４ １８ １１５ ２８ ２４ １２２

宝塚市（地点 ID:B）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

１５５ ２３ ２３ ４６ ２０ １９ ４２ ２３ ２０ ４８ ２６ ２４ ５０ ４２ ５０ ６６

川西市（地点 ID:C）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

８７３ ３４ ３４ １０８ ３２ ３２ ８４ ３３ ３２ ８４ ４０ ３７ ９３ ３６ ３２ １０４

三田市（地点 ID:D）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

３８９ ２５ ２４ ８８ ２６ ２３ ８６ ２４ ２１ ８１ ２８ ２４ ９６ ３１ ２８ ８７

三田市（地点 ID:E）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

８５８ ２３ ２０ ９８ ２１ １８ １０４ ２１ １７ ９４ ２９ ２５ １３０ ３０ ２７ １１３

猪名川町（地点 ID:F）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

２９６ ２０ １１ １２７ １５ １２ ７４ １３ ８ ６７ ２１ １２ １１０ １７ ９ ９８

猪名川町（地点 ID:G）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

７５４ ３６ ３４ １２４ ３５ ３３ １１６ ３６ ３５ １１５ ４３ ４２ １２１ ４４ ４２ １０７

単位：測定時間数は時間 濃度は ppb
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に考慮し，さらに Oxは二次大気汚染物質である

という，Oxによる大気汚染の特質を十分に踏ま

え，三田市，猪名川町を含めた阪神北地域として

の Oxの監視体制を検討することが重要である。

北播磨地域：北播磨地域では現有局数が１局で

あるのに対し調整後局数は４局であり，測定局ま

たは測定地点を３局または３地点増やす必要があ

る。

北播磨地域での現有局および移動観測車による

測定地点については現有局が地域内の北部よりの

中央部に配置されている３）。一方，移動観測車に

よる測定地点は地域内の南西部に位置してい

る３）。

表 3に，２００１年度から２００６年度の移動観測車

による測定結果（平均値，中央値および最高値）お

よび，移動観測車による，各測定地点における測

定期間に対応する期間での現有局における測定結

果（平均値，中央値および最高値）をまとめた。移

測定時間数

現有局（一般環境大気測定局） 移動観測車

西脇市 三木市（地点 ID:A）

平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値
７５２ ２４ ２３ １０８ ２６ ２４ ７９

三木市（地点 ID:B）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

９０６ ２７ ２４ １１２ ２６ ２３ ９８

小野市（地点 ID:C）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

４９２ ２７ ３１ ６５ ３１ ３４ ７１

小野市（地点 ID:D）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

８６０ ２５ ２０ １１４ ２３ １９ ９６

小野市（地点 ID:E）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

６８８ ２２ １８ ６３ ２２ １９ ７６

加西市（地点 ID:F）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

１５６ １３ １５ ２７ ２６ ２７ ４６

加西市（地点 ID:G）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

１４５ １５ ９ ４６ １７ １２ ４４

加西市（地点 ID:H）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

１８３ ２１ ２０ ４２ ２８ ３１ ４８

加西市（地点 ID:I）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

１７１ １８ １５ ４２ ２１ ２１ ４２

加西市（地点 ID:J）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

１８６ ２２ ２０ ５８ ２０ １６ ６０

単位：測定時間数は時間 濃度は ppb

表 3 北播磨地域での2001年度から2006年度の移動観測車による測定結果（平均値
・中央値・最高値）および，移動観測車による，各測定地点における測定期間に
対応する測定期間での一般環境大気測定局における測定結果（平均値・中央値・
最高値）
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動観測車による測定地点での濃度は現有局におけ

る濃度と比べ，平均値，中央値，最高値のいずれ

についても同等程度であった。北播磨地域内に

は，大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物排

出施設が数多くあることや Oxによる大気汚染は

二次大気汚染であることを考えると，北播磨地域

全体としての Oxの監視体制を検討することが重

要であると考えられる。そのためにはこれまで測

定が行われていない，北播磨地域の中部から北部

の地点で移動観測車等による観測を行い，濃度分

布を考察するためのデータをさらに蓄積すること

が望まれる。

但馬地域：但馬地域では現有局数が１局である

のに対し調整後局数は２局であり，測定局または

測定地点を１局または１地点増やす必要がある。

図 2に但馬地域および丹波地域での現有局お

よび移動観測車による測定地点を，また表 4に

但馬地域および丹波地域における移動観測車によ

る測定の概要をそれぞれ示す。

これまで，但馬地域では移動観測車による測定

が地域内南部の３地点で行われてきた。

表 5に，２００１年度から２００６年度の移動観測車

による測定結果（平均値，中央値および最高値）お

よび，移動観測車による，測定地点における測定

期間に対応する期間での現有局における測定結果

（平均値，中央値および最高値）をまとめた。移動

観測車による測定地点での濃度と現有局における

濃度との間には，平均値，中央値，最高値のいず

図 2 但馬地域および丹波地域での現有局および移動観測車による測定地点

○：現有局（一般環境大気測定局）
●：移動観測車による測定地点

表 4 但馬地域および丹波地域における移動観測車による測定の概要

地域 但馬 丹波

市町名
測定地点 ID

朝来市
A

朝来市
B

朝来市
C

丹波市
A

丹波市
B

丹波市
C

丹波市
D

測定期間

２００１�５�３１～６�８
２００２�１１�２５～１２�３

２００３�９�３０～１０�８
２００４�８�１６～８�２４
２００５�７�７～７�１５

２００１�９�２５～１０�３
２００２�９�２５～１０�３
２００３�９�２２～９�３０
２００４�８�２４～９�１
２００５�１０�１２～１０�２０

２００１�６�２８～７�６
２００２�８�８～８�１６
２００３�７�２２～７�３０
２００４�７�２８～８�５
２００５�８�２５～９�２

２００１�６�２０～６�２８
２００２�７�２３～７�３１
２００３�７�３０～８�７
２００４�７�２０～７�２８

２００２�２�２８～３�８
２００３�１１�１７～１１�２５
２００４�１１�３～１１�１１

２００１�６�１２～６�２０
２００３�１�２３～１�３１
２００３�８�７～８�１５
２００４�９�１～９�９
２００５�８�１７～８�２５
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れについても明確な高低の傾向は見られなかっ

た。つまり，但馬地域全体としての Oxの監視体

制を検討することが今後重要であり，そのために

はこれまで測定が行われていない，但馬地域の北

部，とくに北西部でも移動観測車等による観測を

行うことが望まれる。

丹波地域：丹波地域では現有局数が１局である

のに対し調整後局数は２局であり，測定局または

測定地点を１局または１地点増やす必要がある。

現有局および移動観測車による測定地点につい

ては図 2に，また移動観測車による測定の概要

は表 4にそれぞれ示したとおりである。

これまで，丹波地域では移動観測車による測定

が地域内北西部の４地点で行われてきた。

表 6に，２００１年度から２００６年度の移動観測車

による測定結果（平均値，中央値および最高値）お

よび，移動観測車による，測定地点における測定

期間に対応する期間での現有局における測定結果

（平均値，中央値および最高値）をまとめた。移動

観測車による測定地点での濃度と現有局における

濃度は，平均値，中央値，最高値いずれについて

もほぼ同等と考えられる。これらのことから，丹

波地域全体としての Oxの監視体制を検討するこ

とが重要であり，そのためにはこれまで測定が行

表 5 但馬地域での2001年度から2006年度の移動観測車による測定結果（平均値・中
央値・最高値）および，移動観測車による，各測定地点における測定期間に対応す
る測定期間での一般環境大気測定局における測定結果（平均値・中央値・最高値）

測定時間数

現有局（一般環境大気測定局） 移動観測車

豊岡市 朝来市（地点 ID:A）

平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値
２８９ ３２ ２７ ９５ ３０ ２６ ８８

朝来市（地点 ID:B）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

５３４ １９ １５ ５６ ２２ ２０ ８０

朝来市（地点 ID:C）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

８８７ ２４ ２１ ７０ ２１ １７ ７５

単位：測定時間数は時間 濃度は ppb

表6 丹波地域での2001年度から2006年度の移動観測車による測定結果（平均値・中央
値・最高値）および，移動観測車による，各測定地点における測定期間に対応する
測定期間での一般環境大気測定局における測定結果（平均値・中央値・最高値）

測定時間数

現有局（一般環境大気測定局） 移動観測車

丹波市 丹波市（地点 ID:A）

平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値
８１５ ２４ ２２ １１６ ２６ ２４ １１１

丹波市（地点 ID:B）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

６９１ ３２ ３０ １１６ ２８ ２７ １０２

丹波市（地点 ID:C）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

５３３ ２３ １７ ６９ ２０ １３ ６４

丹波市（地点 ID:D）
平均値 中央値 最高値 平均値 中央値 最高値

７９０ ２８ ２８ ９２ ２９ ２９ ８９

単位：測定時間数は時間 濃度は ppb
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われていない，丹波地域の南東部でも移動観測車

等による観測を行うことが望まれる。

4. ま と め

兵庫県が実施している大気の汚染の状況の常時

監視のうち，Oxについて，測定局または測定地

点の適切な配置という観点から，２００５年に示され

た改正環境省事務処理基準等をもとに考察した。

改正環境省事務処理基準に基づき，地域性を考

慮して必要測定局または測定地点の数および現有

局数を整理した結果，Oxについては測定局また

は測定地点を増設するという観点から適正配置を

検討することが適当であると考えられた。また，

調整後局数が現有局数よりも少ない場合について

は地域ごとに適正配置の一考察結果を示す一方，

調整後局数が現有局数よりも多い場合について

は，これまで移動観測車により補完的に実施して

きた測定結果もあわせて測定局の適切な配置につ

いて検討する際の今後の課題についても考察し

た。
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